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産地づくり計画書における稲作構造改革促進事業及び担い手集積加算事業の
助成水準に係る変更申請について

日頃から、米政策改革の推進について、ご尽力いただき厚く御礼申し上げます。
さて、先日実施した稲作構造改革促進交付金のうち稲作構造改革促進事業及び担い手集

積加算事業の活用状況調査（営農計画書の主食用等水稲作付面積による助成水準の補正）
の結果を分析したところ、産地づくり計画における稲作構造改革促進事業及び担い手集積
加算事業として米の生産調整の的確な実施を図り、米価の下落等による影響を緩和する、
及び担い手への農地の集積を促進するという趣旨に沿えず、活用額が米価下落対策に十分
に活用されていない地域水田農業推進協議会（以下、「地域協議会」という。）が見受けら
れました。
当局管内の地域協議会における稲作構造改革促進事業及び担い手集積加算事業について

も、産地づくり計画書策定時に見込まれた助成水準に乖離が生じ、補正をする必要が生じ
ているものと考えられますが、現在の産地づくり計画書のままでは、水田農業構造改革対
策実施要綱及び同要領の趣旨に沿った米価の下落対策に十分に活用できず、事業の円滑な
実施が困難となる地域協議会が出てくることが懸念されます。
ついては、これに対処するため、営農計画書提出後の稲作構造改革促進事業及び担い手

集積加算事業の対象面積（又は出荷契約数量等を基に算出した対象面積）が確定し、産地
づくり計画書策定時に見込んだ助成水準を補正する必要がある場合に限り、産地づくり計
画書の変更を認める（変更を認めるのは別紙で示している部分のみであり、産地づくり交
付金本体部分等他の部分の変更は認めない。）こととしますので、各県水田農業推進協議
会におかれましては、本件の趣旨を地域協議会に周知していただくとともに、産地づくり
計画書の変更を希望する地域協議会がありましたら、助成金請求前までに変更協議申請が
行われますよう、地域協議会に対してご指導願います。


